
　2023年の宮城県内の建設業の労働災害
は、新型コロナウイルス感染症によるものを
除き、死亡者数が４名、休業４日以上の死傷
者数が300名でした。
　今年も７月１日から始まる全国安全週間は、
1928年に初めて実施されて以来、「人命尊
重」という基本理念の下、一度も中断するこ
となく続けられ、今回で97回目を迎えます。
　長期的に見て労働災害が減少傾向にあるのは、労使並
びに関係者が一丸となり、長年にわたり労働災害防止対策
に取り組んできたことによるものと考えております。
　この全国安全週間を契機として、改めて基本的なルール
の遵守徹底、リスクアセスメントの確実な実施をお願いします。
また、当局で運営しておりますSafeworK向上宣言への取り
組みも併せてお願いします。
　現場に新技術が導入され、働き方が変わろうとも、「人命
尊重」の基本理念は普遍的なものです。ゼロ災を目指し、皆
さまと取り組んでまいりますので、よろしくお願いします。

全国安全週間は、1928年に初めて実
施されて以来、「人命尊重」という基本理
念の下、「産業界での自主的な労働災害
防止活動を推進し、広く一般の安全意識
の高揚と安全活動の定着を図ること」を
目的に、一度も中断することなく続けら
れ、今年で97回目を迎える。
この間、事業場では、労使が協調して

労働災害防止対策が展開されてきた。
この努力により労働災害は長期的には減
少しているところであるが、2023年の労
働災害については、死亡災害は集計開始
以降最少となった前年を下回る見込みで
あるものの、休業4日以上の死傷災害は
前年同期よりも増加しており、過去20年
で最多となった2022年を上回る見込み

で、09年以降、死傷者数が増加に転じて
から続く増加傾向に歯止めがかからない
状況となっている。
特に、転倒や腰痛といった労働者の作

業行動に起因する死傷災害が増加し続け
ており、死亡災害については墜落・転落
などによる災害が依然として後を絶たな
い状況にある。
また、労働災害を少しでも減らし、労

働者一人一人が安全に働くことができる
職場環境を築くためには、23年3月に策
定された第14次労働災害防止計画に基
づく施策を着実に推進することが必要で

あり、計画年次
2年目となる24
年度において
も、引き続き労
使一丸となった
取り組みが求め
られる。
以上を踏まえ、さらなる労働災害の減

少を図る観点から、24年度の全国安全
週間は、
「危険に気付くあなたの目 そして摘み
取る危険の芽 みんなで築く職場の安全」
のスローガンの下で取り組む。
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ア　一般的事項

（ア）「木造家屋等低層住宅建築工事墜落防止標準
マニュアル」に基づく足場、屋根・屋上等の端・
開口部、はしご・脚立等からの墜落・転落防
止対策の実施、フルハーネス型墜落制止用器
具の適切な使用

（イ）足場の点検の確実な実施、本足場の原則使用、
改正「手すり先行工法等に関するガイドライ
ン」に基づく手すり先行工法の積極的な採用

（ウ）職長、安全衛生責任者等に対する安全衛生教
育の実施

（エ）元方事業者による統括安全衛生管理、関係請
負人に対する指導の実施

（オ）建設工事の請負契約における適切な安全衛
生経費の確保

（カ）輻輳工事における適正な施工計画、作業計画
の作成及びこれらに基づく工事の安全な実施

（キ）一定の工事エリア内で複数の工事が近接・密集
して実施される場合、発注者及び近接工事の元
方事業者による工事エリア別協議組織の設置

イ　改正「山岳トンネル工事の切羽における肌落
ち災害防止対策に係るガイドライン」に基づく
対策の実施

ウ　2024年能登半島地震の復旧、復興工事に
おけるがれき処理作業の安全確保、土砂崩壊
災害、建設機械災害、墜落・転落災害の防止
等、自然災害からの復旧・復興工事における
労働災害防止対策の実施
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